
Living-----------------
くらし

町
長
コ
ラ
ム
山
下
　
博
一

上
里
町
の
健
幸
（
康
）
長
寿
社
会

の
実
現
に
向
け
て
！

　

上
里
町
は
、
少
子
高
齢
化
社
会

に
お
い
て
、
高
齢
に
な
っ
て
も
町

民
の
皆
さ
ん
が
元
気
に
暮
ら
せ
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
「
健
幸
」（
＝

健
康
で
幸
せ
）
で
あ
る
こ
と
を
目

指
し
、
様
々
な
事
業
を
進
め
て
い

ま
す
。

　

こ
の
「
健
幸
」
と
い
う
考
え
方

は
、
個
人
と
社
会
の
双
方
に
と
っ

て
メ
リ
ッ
ト
（
生
き
が
い
、
豊
か

な
生
活
、
医
療
費
の
抑
制
）
が
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

７
月
11
日
、
埼
玉
県
知
事
公
館

に
お
い
て
、
平
成
30
年
度
に
健
康

長
寿
に
係
る
先
進
的
な
取
り
組
み

を
行
い
、
健
康
増
進
と
医
療
費
の

抑
制
に
貢
献
し
た
と
し
て
、
上
里

町
が
上
田
県
知
事
か
ら
表
彰
を
受

け
ま
し
た
。

　

表
彰
式
後
の
懇
談
会
で
は
、
知

事
か
ら
、「
県
が
進
め
る
『
健
康

長
寿
埼
玉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
の
取

り
組
み
に
ご
支
援
を
い
た
だ
き
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
県
民
の
皆
様

の
健
康
意
識
が
徐
々
に
高
ま
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。」
と
の
話
が
あ
り

ま
し
た
。

　

上
里
町
も
『
上
里
町
健
康
づ
く

り
推
進
総
合
計
画
』
を
定
め
、『
か

ら
だ
改
革
塾
～
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
編

～
』
を
３
年
間
実
施
し
て
き
ま
し

た
。
知
事
に
日
本
女
子
体
育
大
学

の
指
導
の
も
と
作
成
し
た
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
『
健
幸
づ
く
り
虎
の
巻
』

を
配
布
し
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
、

「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
正
し
い
姿
勢

に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
て
参
考
に

な
り
ま
し
た
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
『
健
幸
づ
く
り
虎
の
巻
』

は
４
月
に
全
戸
配
布
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
是
非
、
活
用
し
て
い
た

だ
き
、
自
ら
の
健
康
づ
く
り
に
お

役
立
て
く
だ
さ
い
。

　

国
の
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
健

康
づ
く
り
の
為
に
行
動
す
る
人
と

行
動
し
な
い
人
の
比
率
が
３
：
７

の
割
合
で
あ
る
と
の
結
果
が
出
て

い
ま
す
。
健
康
づ
く
り
に
無
関
心

な
方
も
関
心
あ
る
方
も
こ
れ
か
ら

始
ま
る
、“
か
み
さ
と
『
た
ま
る

健
★
幸
マ
イ
レ
ー
ジ
』”
事
業
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
い

つ
ま
で
も
元
気
で
充
実
し
た
生
活

を
送
り
ま
し
ょ
う
。
上
里
町
は
、

健
幸
長
寿
社
会
の
実
現
と
町
民
の

幸
せ
づ
く
り
に
邁
進
し
て
ま
い
り

ま
す
。

⓫

 生ごみ処理器（キエーロ）購入費補助制度について 
　ごみの減量化・資源化を目的として、生ごみ処理器（キエーロ）を購入した方へ補助金を交付します。

キエーロとは？
　神奈川県葉山町発祥の生ごみ処理器（箱）で、家庭から出る生ごみをキエーロの中の土に混ぜ入れると、土の中の
微生物の力により分解され消滅していきます。料理の残り物や腐ったものも投入でき、虫やにおいもほとんど出ませ
ん。生ごみの分解、消滅に要する日数は、季節や設置場所の日照時間などにより異なりますが、自然の力で分解され
ていきます。

対象者
・町内に住所を有し、居住している方。
・処理器を良好な状態で維持管理できる方。
・町税等を滞納していないこと。

受付期間
　８月１日㈭～令和２年２月28日㈮

補助金額
　１世帯につき２個まで。１個につき10,000円を上限とし、処理器の購入価格（消費税及び地方消費税を含む。）
に３分の２を乗じて得た額。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。送料、
黒土等の購入費は含まない。
　受付は先着順です。なお、予算限度に達した時点で受付は終了しますので、ご了承ください。

申込方法
　キエーロを購入後、くらし安全課に以下の書類をご提出ください。
・上里町生ごみ処理器購入費補助金交付申請書（様式第１号）
・キエーロ購入に係る領収書又はその写し
・キエーロを設置したことが分かる写真

キエーロ購入連絡先
キエーロ葉山　松本【☎046－877－0407】
〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口520-51
　松本信夫　hayama@kiero.jp
問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

ベランダdeキエーロ
高さ80cm×横94cm×奥行50cm
本体重さ：27kg

➡

販売価格
バクテリア de キエーロ　14,000円（送料別）
ベランダ de キエーロ　　16,500円（送料別）

キ　エ　ー　ロ
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Living-----------------
くらし

■ 道路などの公共空間に隣接する
樹木の適切な管理のお願い

　道路などの公共空間に張り出した樹木の枝葉等は、
落枝により重大な事故を引き起こす可能性がありま
す。
　また、道路標識・カーブミラーを見えづらくした
り、道路幅を狭めて安全な通行に支障をきたすなど、
交通事故の原因となることがあります。
　私有地の樹木の管理については、土地所有者にお
いて枝の剪定など適切な管理を徹底し、交通の妨げ
にならないよう対応していただきますようお願いい
たします。
問合せ…くらし安全課生活環境課係（交通安全担当）
　　　　【☎35－1226】
　　　　まち整備課建設管理係（道路管理担当）
　　　　【☎35－1227】

■ 交通事故被害者のご家族への援護金について
　埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護
一時金を給付しています。
※ 「交通遺児等」とは、18歳以下の人で、保護者（一方または双方）が交通事故
（陸海空全ての交通事故が対象）により、死亡または重い障害を負った方をい
います。
給付対象者… 平成30年４月１日以降、交通遺児等となった県内在住の18歳以

下の方
給 付 額…こども１人につき10万円（１回のみ）
給付時期…令和元年11月または令和２年５月
申請書類…学校等で配布します。
提出期限　◆令和元年11月給付分…８月30日まで
　　　　　◆令和２年５月給付分…令和２年２月28日まで
　　　　　　みずほ信託銀行浦和支店に郵送または御持参ください。
　　　　　　さいたま市浦和区高砂２－６－18
問合せ…埼玉県県民生活部防犯・交通安全課【☎048－830－2958】

■ 防災行政無線による
Ｊアラートの

　訓練放送について
日時…８月28日㈬、午前11時ごろ
　Ｊアラートによる全国一斉情報伝
達訓練を行います。町内の防災行政
無線から訓練放送
が流れますが、実
際の災害とお間違
えのないようご注
意ください。

問合せ…くらし安全課防災安全係
　　　　【☎35－1226】

■ 逃げなきゃコール　～災害時、大切な人を守るためあなたの一声で避難の後押し～

　「逃げなきゃコール」とは、離れた場所に暮らす高齢者等の家族に危険が差し迫った場合、家
族が直接電話をかけて避難行動を呼びかける取り組みです。
　スマートフォンアプリやＳＭＳ（ショートメッセージサービス）の地域登録機能を活用し、プッシュ
型で家族の住む場所の河川情報を入手するものです。
　詳細については、国土交通省のホームページまたは町のホームページをご覧ください。

【国土交通省ホームページ】 【町のホームページ】
http://www.town.kamisato.saitama.
jp/3718.htm

■ 緊急速報メールを活用した
　洪水情報の発信について
　国土交通省では、大規模な増水が発生した場合に、地域の
皆様の主体的な避難を促進するため、緊急速報メールを活用
した洪水情報を配信しています。
　上里町に係る国管理河川（利根川・烏川・神流川）の区間に
おいて、河川氾濫の恐れがある場合および氾濫が発生した場
合に、携帯電話やスマートフォンに情報が配信されますので、
自主避難の判断にご活用下さい。
　なお、この取組は上里町が参画する下記「減災対策協議会」
の取組の一つとして実施しているものです。
・利根川上流域大規模氾濫に関する減災対策協議会

（http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00426.html）
・烏・神流川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会

（http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/takasaki00500.html）
【配信内容】
◆配信エリア…上里町全域
◆配信する情報…利根川、烏川、神流川で河川氾濫のおそれが
ある（氾濫危険水位を超えた）情報および氾濫が発生した情報
問合せ…�国土交通省利根川上流河川事務所防災対策課
　　　　【☎0480－52－3956】
　　　　 国土交通省高崎河川国道事務所河川

管理課【☎027－345－6041】
　　　　くらし安全課防災安全係
　　　　【☎35－1226】

緊急速報

剪定前
（道路標識が隠れて危険）

剪定後
（道路標識がハッキリ見える）

止まれ 止まれ
×
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Living-----------------
くらし

■ ２０１９年全国家計構造調査
　全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産
及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び
消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにする
ことを目的としています。町では、７月下旬頃から調査
を開始し、統計調査員が金久保、忍保、黛、勅使
河原、神保原町の一部地域を対象に自宅を訪問し、
調査票の配布等を行います。調査の趣旨をご理解頂き、
ご協力のほど宜しくお願いします。

統計調査員とは？
　統計調査員は、調査対象の方々を訪問し、調査票
の記入依頼や調査票の回収といった統計調査の仕事
の中でも基本的で重要な部分を受け持っています。
調査員は、都道府県が任命した地方公務員です。調
査員には、「調査員証」が交付され、必ず携帯して
います。

問合せ…産業振興課農政商工係【☎35－1232】

■�戦没者パネル展示
　町では、過去の戦争において尊い命を失われた方々の
ご冥福を心よりお祈り申し上げるため、次のとおり戦没
者パネル展示を行います。
日　時…８月13日㈫～16日㈮
　　　　午前８時30分～午後５時15分
会　場…上里町役場・町民ホール
問合せ…町民福祉課社会福祉係【☎35－1224】

■ ～上里町国民健康保険、埼玉県後期高齢者医療制度ご加入の方へ～
　今年度の健康診査【集団】の受付けは終了しました
　今年度の健康診査【集団】は定員になりましたので、申込みの受付けを終了しました。
　40歳以上の上里町国民健康保険加入者及び埼玉県後期高齢者医療制度加入者で今年度まだ健康診査を受診していな
い方は、11月中旬以降に実施予定の健康診査【個別】をご利用ください。対象者へは11月上旬に受診券
を発送予定です。
問合せ…健康保険課医療年金係【☎35－1222】

■ “農地”を所有している方へ
　農地法により「農地の所有者や耕作者は、その農地を
適正に利用しなければならない。」と責務が規定されてい
ます。（農地法第２条の２）
　近年、「高齢化等により農業が難しい」・「遠方の農地
で管理が難しい」といった声を多く聞きます。このよう
な農地を所有されている方、農地の貸借を検討してはい
かがでしょうか？
　「利用権設定」という期限付きの貸借方法であれば手
続きは簡単です。また、農業委員会が間に入りますので
安心です。まずは農業委員会事務局へご連絡を。現在、

11月１日㈮からの貸借申請を受付けています。申請
書の提出は９月中旬までとなります。
　農地の遊休化には様々な事情がありますが、遊休農地
解消にご協力をお願いします。
問合せ…農業委員会事務局【☎35－1235】

■ 財務省関東財務局へご相談を！
　関東財務局では、金融取引や多重債務に関するトラブ
ルについて、地域の皆様から相談を無料で受け付けてお
りますので、一人で悩まずに、まずはご相談ください。
○詐欺的な投資に関するご相談
　【☎048－613－3952】
○電子マネー詐欺相談（架空請求等）
　【☎048－600－1152】
○借金の返済でのお悩みはありませんか？
　【☎048－600－1113】

年金ご相談窓口の予約について
　日本年金機構では、全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。年金事務所等の窓口で年金
請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望される方は、ぜひ、予約相談をご利用ください。
予約相談の受付は、「予約受付専用電話」で行っています。

「予約受付専用電話」
0570-05-4890

予約相談希望日の1カ月前から前日まで受け付けしています。
ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

【受付時間】
月～金曜日　　午前８時30分～午後５時15分

広報かみさと No.6039



Living・Tax-----------------
くらし・税

◆８月の開庁日� 【休日】（午前８時30分～正午）	 ８月11日㈰
	 【夜間】（午後８時まで）	 ８月26日㈪
� �※夜間は庁舎西入口（夜間入口）からお入りください。

◆相談窓口の問合せ…税務課収税係【☎35－1221（内線1121～1125）】
　　　　　　　　　　※	納税相談の場合は、あらかじめお電話でご連絡下さい。

固定資産税第２期・国民健康保険税第
２期の納期限は９月２日㈪です。
税金のお納めには便利な口座振替を
ご利用ください。

納税相談窓口 ～休日開庁・夜間開庁のお知らせ～

【確定申告に便利なＩＤ・パスワードを取得しよう！】
本庄税務署からのお知らせ

　平成31年１月から、ｅ－Ｔａｘ利用手続が簡便化され、国税庁ホームページ「確定申
告書等作成コーナー」で申告書を作成し、ＩＤとパスワードを入力するだけでｅ－Ｔａ
ｘで確定申告ができるようになりました。
　ＩＤ・パスワードを使えば、マイナンバーカードやＩＣカードリーダライタをお持ち
でなくても、ご自宅等からパソコンやスマートフォンで簡単にｅ－Ｔａｘで申告するこ
とができ大変便利です（※１）。
　なお、ＩＤ・パスワードはお近くの税務署において５分程度で発行を受けられますので、
是非取得してください（※２）。

※１�　マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタをお持ちの方は「マイナンバーカード方式」
によるｅ－Ｔａｘがご利用いただけます。

※２　ＩＤ・パスワード取得の際は、運転免許証（写しでも可）などの本人確認書類をお持ちください。

■ 消費税の軽減税率制度の説明会
◆日　時…８月27日㈫、28日㈬、29日㈭
　　　　　第１回　午後１時～２時30分
　　　　　第２回　午後３時～４時30分
◆場　所…本庄税務署２階会議室
　　　　　本庄市駅南２－25－16
◆駐車場…有（14台）
◆留意事項
　満席及び駐車場の満車等により別の日程をご案内させていた
だく場合があります。なるべく公共機関でお越しください。
問合せ…本庄税務署法人課税部門【☎22－2112】

■ ８月は個人事業税
　第１期の納期です
　個人事業税は、県内で事業を行い、事業に関する
所得が一定額以上の方に課税される県の税金です。
　対象の方には８月初めに納税通知書が届きます。
納期限は９月２日（第１期）と12月２日（第２期）と
なっています。
　口座振替もできますので、是非ご利用ください。
問合せ…本庄県税事務所課税担当
　　　　【☎22－6101】

ご協力ありがとうございました

緑の募金（家庭募金）の報告 日赤活動資金募集結果報告

　区長会、町民の皆様のご協力により実施された緑
の募金（家庭募金）については、埼玉県緑化推進委
員会に全額送金しましたので、ご報告します。
　なお、今年度、上里町では、埼玉県緑化推進委員
会からの交付金を各小中学校の緑化事業に
374,000円を使用します。差額分につきま
しては、埼玉県緑化推進委員会の活動経費
として使用されます。

募金総額�727,669円
問合せ…産業振興課農政商工係【☎35－1232】

　５月に行われた日赤活動資金
募集の結果を報告します。

実績額
� 2,807,733円
　実績額は、日赤埼玉県支部に
全額送金され、国内外の災害救
護活動等に活用されます。
問合せ…上里町社会福祉協議会
　　　　【☎33－4232】

口座振替日は納期限日となります。残高不足等
で振替ができなかった場合、再度の振替はで
きませんので、残高の確認をお願いします。

［ ］県税事務所からの
お知らせ
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